
企 画 総 務 委 員 会 

令和４年９月２７日 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

第１条による改正（職員の育児休業等に関する条例（平成４年墨田区条例第７号）） 

改  正  案 現     行 
  
 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 非常勤職員であって、次のいずれかに

該当するもの以外の非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

   (ア) その養育する子（育児休業法第２

条第１項に規定する子をいう。以下

同じ。）が１歳６か月に達する日 

    （以下「１歳６か月到達日」とい

う。）（当該子の出生の日から第３

条の２に規定する期間内に育児休業

をしようとする場合にあっては当該

期間の末日から６月を経過する日、

第２条の４の規定に該当する場合に

あっては当該子が２歳に達する日）

までに、その任期（任期が更新され

る場合にあっては、更新後のもの）

が満了すること及び任命権者を同じ 

    くする職（以下「特定職」という。）

    に引き続き採用されないことが明ら

かでない非常勤職員 

   (イ) 〔略〕 

  イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

   (ア) その養育する子が１歳に達する日

（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員が

第２条の３第２号に掲げる場合に該

当してする育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とさ 

    れた日。以下この(ア)において同じ。）

    において育児休業をしている非常勤

職員であって、同条第３号に掲げる

場合に該当して当該子の１歳到達日

の翌日を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとするもの 

   (イ) その任期の末日を育児休業の期間

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 次のいずれかに該当する非常勤職員以

外の非常勤職員 

  ア 〔同左〕 

   (ア) その養育する子（育児休業法第２

条第１項に規定する子をいう。以下

同じ。）が１歳６か月に達する日

（以下「１歳６か月到達日」とい

う。）（第２条の４の規定に該当す 

    る場合にあっては、２歳に達する日）

    までに、その任期（任期が更新され

る場合にあっては、更新後のもの）

が満了すること及び任命権者を同じ 

    くする職（以下「特定職」という。）

    に引き続き採用されないことが明ら

かでない非常勤職員 

 

 

 

 

   (イ) 〔略〕 

  イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該

当する非常勤職員（その養育する子が

１歳に達する日（以下この号及び同条

において「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員がす

る育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日）にお

いて育児休業をしている非常勤職員に

限る。） 

 

 

 

 

 



の末日とする育児休業をしている場

合であって、当該任期を更新され、

又は当該任期の満了後引き続いて特

定職に採用されることに伴い、当該

育児休業に係る子について、当該更

新前の任期の末日の翌日又は当該採

用の日を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとするもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める

日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例

で定める日は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める日とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ １歳から１歳６か月に達するまでの子

を養育する非常勤職員が、次に掲げる場

合のいずれにも該当する場合（当該子に

ついてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしている場合であって第３条第

７号に掲げる事情に該当するときはイ及

びウに掲げる場合に該当する場合、墨田

区規則で定める特別の事情がある場合に 

  あってはウに掲げる場合に該当する場合）

   当該子の１歳６か月到達日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ その任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤

職員であって、当該育児休業に係る子

について、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き

採用されることに伴い、当該任期の末

日の翌日又は当該引き続き採用される

日を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとするもの 

 〔同左〕 

 

第２条の３ 〔同左〕 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ １歳から１歳６か月に達するまでの子

を養育するため、非常勤職員が当該子の

１歳到達日（当該子を養育する非常勤職

員が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同

号に掲げる場合若しくはこれに相当する

場合に該当してする地方等育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該末日と

された日（当該育児休業の期間の末日と

された日と当該地方等育児休業の期間の

末日とされた日が異なるときは、そのい

ずれかの日））の翌日（当該子の１歳到

達日後の期間においてこの号に掲げる場

合に該当してその任期の末日を育児休業

の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該任期が更新さ

れ、又は当該任期の満了後に特定職に引

き続き採用されるものにあっては、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用



 

 

 

 

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達

日（当該非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非

常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合

若しくはこれに相当する場合に該当し

てする地方等育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた

日（当該育児休業の期間の末日とされ

た日と当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日が異なるときは、そのい

ずれかの日））の翌日（当該配偶者が

この号に掲げる場合又はこれに相当す

る場合に該当して地方等育児休業をす

る場合にあっては、当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日の翌日以前

の日）を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合 

  イ 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育

児休業をしている場合又は当該非常勤

職員の配偶者が当該子の１歳到達日

（当該配偶者が同号に掲げる場合又は

これに相当する場合に該当してする地

方等育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日）にお

いて地方等育児休業をしている場合 

  ウ 当該子の１歳到達日後の期間につい

て育児休業をすることが継続的な勤務

のために特に必要と認められる場合と

して墨田区規則で定める場合に該当す

る場合 

  エ 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

される日）を育児休業の期間の初日とす 

  る育児休業をしようとする場合であって、

  次に掲げる場合のいずれにも該当すると

き。 当該子の１歳６か月到達日 

    〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

がする育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日）に

おいて育児休業をしている場合又は当

該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳

到達日（当該配偶者がする地方等育児

休業の期間の末日とされた日が当該子 

   の１歳到達日後である場合にあっては、

   当該末日とされた日）において地方等

育児休業をしている場合 

 

 

  イ 〔同左〕 

 

 

 

 

    〔新設〕 

 



が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）後の期間に

おいてこの号に掲げる場合に該当して

育児休業をしたことがない場合 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める

場合) 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例

で定める場合は、１歳６か月から２歳に達

するまでの子を養育する非常勤職員が、次

の各号に掲げる場合のいずれにも該当する

場合（当該子についてこの条の規定に該当

して育児休業をしている場合であって次条

第７号に掲げる事情に該当するときは第２ 

 号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、

 墨田区規則で定める特別の事情がある場合

にあっては第３号に掲げる場合に該当する

場合）とする。 

 

 

 

 ⑴ 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月

到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者

がこの条の規定に該当し、又はこれに相

当する場合に該当して地方等育児休業を

する場合にあっては、当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日の翌日以前の

日）を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合 

 ⑵ 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳６か月到達日において育児休

業をしている場合又は当該非常勤職員の

配偶者が当該子の１歳６か月到達日にお

いて地方等育児休業をしている場合 

 ⑶ 当該子の１歳６か月到達日後の期間に

ついて育児休業をすることが継続的な勤

務のために特に必要と認められる場合と

して墨田区規則で定める場合に該当する

場合 

 ⑷ 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳６か月到達日後の期間におい

てこの条の規定に該当して育児休業をし

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例

で定める場合は、１歳６か月から２歳に達

するまでの子を養育するため、非常勤職員

が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該

子の１歳６か月到達日後の期間においてこ

の条の規定に該当してその任期の末日を育

児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該任期が更新

され、又は当該任期の満了後に特定職に引

き続き採用されるものにあっては、当該任

期の末日の翌日又は当該引き続き採用され

る日）を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合であって、次の各

号のいずれにも該当するときとする。 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 〔同左〕 

 

 

 

 

 ⑵ 〔同左〕 

 

 

 

 

   〔新設〕 

 

 



たことがない場合 

 

 

 

 

 

 

 （育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の

条例で定める特別の事情は、次に掲げる事

情とする。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸ 配偶者が負傷又は疾病により入院した

こと、配偶者と別居したこと、育児休業

に係る子について児童福祉法第３９条第

１項に規定する保育所、就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成１８年法律第７

７号）第２条第６項に規定する認定こど

も園又は児童福祉法第２４条第２項に規

定する家庭的保育事業等（以下「保育所

等」という。）における保育の利用を希

望し、申込みを行っているが、当面その

実施が行われないことその他の育児休業

の終了時に予測することができなかった

事実が生じたことにより当該育児休業に

係る子について育児休業をしなければそ

の養育に著しい支障が生じることとなっ

たこと。 

 ⑹ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当 

  すること又は前条の規定に該当すること。

 

 ⑺ 任期を定めて採用された職員であって、

  当該任期の末日を育児休業の期間の末日

 

 （育児休業法第２条第１項ただし書の人事

院規則で定める期間を基準として条例で定

める期間） 

第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし

書の人事院規則で定める期間を基準として

条例で定める期間は、５７日間とする。 

 〔同左〕 

 

第３条 〔同左〕 

 

 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 育児休業（この号の規定に該当したこ

とにより当該育児休業に係る子について

既にしたものを除く。）の終了後、３月

以上の期間を経過したこと（当該育児休

業をした職員が、当該育児休業の承認の

請求の際育児休業により当該子を養育す

るための計画について書面により任命権

者に申し出た場合に限る。）。 

 ⑹ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑺ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当

すること又は第２条の４の規定に該当す

ること。 

 ⑻ その任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている非常勤職員



とする育児休業をしているものが、当該

任期を更新され、又は当該任期の満了後

引き続いて特定職に採用されることに伴

い、当該育児休業に係る子について、当

該更新前の任期の末日の翌日又は当該採

用の日を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとすること。 

 （育児休業法第２条第１項第１号の人事院

規則で定める期間を基準として条例で定め

る期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号

の人事院規則で定める期間を基準として条

例で定める期間は、５７日間とする。 

が、当該育児休業に係る子について、当

該任期が更新され、又は当該任期の満了

後に特定職に引き続き採用されることに

伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引

き続き採用される日を育児休業の期間の 

  初日とする育児休業をしようとすること。

 

 

 

 

〔新設〕 

 

   

 

第２条による改正（職員の育児休業等に関する条例） 

改  正  案 現     行 
  
 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 職員の定年等に関する条例（昭和５９

年墨田区条例第３号）第４条第１項又は

第２項の規定により引き続き勤務してい

る職員 

 ⑶ 職員の定年等に関する条例第９条の規

定により同条第１項に規定する異動期間

（同条の規定により延長された期間を含

む。）を延長された管理監督職を占める

職員 

 ⑷ 非常勤職員であって、次のいずれかに

該当するもの以外の非常勤職員 

  ア・イ 〔略〕 

 （育児短時間勤務をすることができない職

員） 

第７条 育児休業法第１０条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 職員の定年等に関する条例第４条第１

項又は第２項の規定により引き続き勤務

している職員 

 ⑶ 第２条第３号に掲げる職員 

 （部分休業をすることができない職員） 

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 職員の定年等に関する条例（昭和５９

年墨田区条例第３号）第４条第１項又は

第２項の規定により引き続いて勤務して

いる職員 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 ⑶ 〔同左〕 

 

  ア・イ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第７条 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 職員の定年等に関する条例第４条第１

項又は第２項の規定により引き続いて勤

務している職員 

   〔新設〕 

 〔同左〕 



第１４条 育児休業法第１９条第１項の条例

で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を

考慮して墨田区規則で定める非常勤職員

以外の非常勤職員（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２２条の４第

１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員を除く。） 

第１４条 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を

考慮して墨田区規則で定める非常勤職員

以外の非常勤職員（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２８条の５第

１項又は第２８条の６第２項に規定する

短時間勤務の職を占める職員を除く。）      

   付 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

 ⑴ 次項及び付則第３項の規定 公布の日 

 ⑵ 第１条及び付則第４項の規定 令和４年１０月１日 

 ⑶ 第２条及び付則第５項の規定 令和５年４月１日 

 （施行前の準備） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を

改正する法律（令和４年法律第３５号）による改正前の地方公務員の育児休業等に

関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項の規定により育児休業をした

ことがある職員からの育児休業の承認の請求は、前項第２号に掲げる規定の施行の

日（次項及び付則第４項において「施行日」という。）前においても行うことがで

きる。 

３ 第１条の規定による改正後の第２条第３号ア、第２条の３第３号、第２条の４又

は第３条第７号に新たに該当する者からの育児休業の承認の請求は、施行日前にお

いても行うことができる。 

 （職員の育児休業の取得緩和等に関する経過措置） 

４ 施行日前に、第１条の規定による改正前の第３条第５号に規定する書面により任 

 命権者に申し出た職員に対する同号の規定の適用については、なお従前の例による。 

 （職員の定年の引上げに関する経過措置） 

５ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号）附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規



定により採用された職員をいう。）は、同法による改正後の地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

とみなして、第２条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例の規定を

適用する。 


